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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の各ピクセルについて、当該ピクセルが線状マークの左右いずれかの一端にあると
仮定し、当該ピクセルから複数の線状マーク幅を想定して各線状マーク幅内のピクセルを
線状マーク内のピクセルとし、前記各線状マーク幅の範囲の左右の領域内のピクセルを線
状マーク外のピクセルとし、前記線状マーク内外のピクセル値を用いて前記複数の線状マ
ーク幅各々に対応するフィルタ値を計算するフィルタ値計算手段と、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も適切な値を特徴値とするフ
ィルタ値閾値処理手段と、
　前記画像の各ピクセルについて、前記特徴値を前記線状マークにかかる特徴値として出
力する特徴値出力手段と、を備えたことを特徴とする線状マーク検出システム。
【請求項２】
　前記複数の線状マーク幅をグループ化した複数の範囲を設定する線状マーク幅範囲群設
定手段と、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から前記範囲についてそれぞれ最適
なフィルタ値を選択するフィルタ値選択手段と、を備え、
　前記フィルタ値閾値処理手段は、閾値以上の前記最適なフィルタ値の中で最も小さい前
記線状マーク幅に相当する前記範囲において選択された前記最適なフィルタ値を前記特徴
値とすることを特徴とする請求項１に記載の線状マーク検出システム。
【請求項３】
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　前記各線状マーク幅内のピクセルのピクセル値の平均値であるマーク内平均ピクセル値
を算出するマーク内ピクセル値計算手段と、
　前記各線状マーク幅の範囲の左右の領域内のピクセルのピクセル値の平均値であるマー
ク外平均ピクセル値を算出するマーク外ピクセル値計算手段と、を備え、
　前記フィルタ値計算手段は、前記マーク内平均ピクセル値と、前記マーク外平均ピクセ
ル値と、から算出される演算値により前記フィルタ値を算出することを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の線状マーク検出システム。
【請求項４】
　前記線状マークの両端のピクセルの勾配値を算出するマーク端勾配値計算手段と、
　前記線状マーク内でのピクセル値の均一性を算出するマーク内均一性計算手段と、をさ
らに備え、
　前記フィルタ値計算手段は、前記マーク内平均ピクセル値及び前記マーク外平均ピクセ
ル値を用いて算出した演算値と、前記勾配値と、前記均一性と、を用いて前記フィルタ値
を算出することを特徴とする請求項３に記載の線状マーク検出システム。
【請求項５】
　前記フィルタ値閾値処理手段は、前記範囲群のうち最も小さい範囲に属する前記最適な
フィルタ値から順に前記閾値と比較を行い、前記最適なフィルタ値が前記閾値を超えた時
点で比較を中止し、当該前記最適なフィルタ値を処理対象のピクセルにかかる前記特徴値
とすることを特徴とする請求項２乃至請求項４のいずれか１項に記載の線状マーク検出シ
ステム。
【請求項６】
　前記画像内において前記特徴値が前記閾値以上であるピクセルを線状マーク特徴点とし
、前記線状マーク特徴点が構成する直線または曲線を検出する線状マーク位置検出手段を
さらに備えることを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の線状マーク
検出システム。
【請求項７】
　前記画像は、車載カメラから撮像された道路画像または前記道路画像から作成された鳥
瞰画像であり、前記線状マークは道路面上の車線区画線であることを特徴とする請求項１
乃至請求項６のいずれか１項に記載の線状マーク検出システム。
【請求項８】
　請求項７に記載の線状マーク検出システムと、
　前記線状マーク検出システムが検出した前記車線区画線の位置及び種別情報の少なくと
も一方を用いて運転者の運転行動を支援する運転支援装置と、を備える運転支援システム
。
【請求項９】
　画像の各ピクセルについて、当該ピクセルが線状マークの左右いずれかの一端にあると
仮定し、当該ピクセルから複数の線状マーク幅を想定して各線状マーク幅内のピクセルを
線状マーク内のピクセルとし、前記各線状マーク幅の範囲の左右の領域内のピクセルを線
状マーク外のピクセルとし、前記線状マーク内外のピクセル値を用いて前記複数の線状マ
ーク幅各々に対応するフィルタ値を計算し、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も適切な値を特徴値とし、
　前記画像の各ピクセルについて、前記特徴値を前記線状マークにかかる特徴値として出
力することを特徴とする線状マーク検出方法。
【請求項１０】
　線状マークを検出するための検出処理をコンピュータに実行させるプログラムであって
、
　前記検出処理は、
　画像の各ピクセルについて、当該ピクセルが線状マークの左右いずれかの一端にあると
仮定し、当該ピクセルから複数の線状マーク幅を想定して各線状マーク幅内のピクセルを
線状マーク内のピクセルとし、前記各線状マーク幅の範囲の左右の領域内のピクセルを線
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状マーク外のピクセルとし、前記線状マーク内外のピクセル値を用いて前記複数の線状マ
ーク幅各々に対応するフィルタ値を計算し、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も適切な値を特徴値とし、
　前記画像の各ピクセルについて、前記特徴値を前記線状マークにかかる特徴値として出
力することを特徴とする線状マーク検出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は線状マーク検出システム、線状マーク検出方法および線状マーク検出用プログ
ラムに関し、特に異なる幅の線状マークを検出することができる線状マーク検出システム
、線状マーク検出方法および線状マーク検出用プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、線状マークを検出する技術が開示されている。ここで線状マークとは、例えば図
７に示すように、道路面に描画された車線区画線の一種である白線等のある幅をマークの
ことである。特許文献１には、道路画像内の白線を検出する線状マーク検出装置に関する
技術が開示されている。
【０００３】
　特許文献１に記載の線状マーク検出装置を含むシステムの構成を図１１に示す。当該シ
ステムは、道路画像入力装置９１０と、白線像横幅決定部９０１と、白線内外輝度差計算
部９０２と、白線端エッジ強度計算部９０３と、白線内輝度均一性計算部９０４と、白線
特徴統合部９０５と、白線特徴点データ出力部９０６とから構成されている。以下に当該
システムの動作について説明する。
【０００４】
　道路画像入力部９１０は、道路画像を入力する。白線像横幅決定部９０１は、道路画像
上の各点において、その縦座標に基づいてその点に白線像が存在した場合の像の幅を決定
する。白線内外輝度差計算部９０２は、道路画像上の各点において、その位置及び白線像
横幅決定部９０１が算出した白線像幅に基づき白線領域内外の輝度値の差を計算する。白
線端エッジ強度計算部９０３は、道路画像上の各点において白線像横幅決定部９０１が算
出した白線像幅に基づき白線端の位置でのエッジの強度を計算する。
【０００５】
　白線内輝度均一性計算部９０４は、道路画像上の各点において白線像横幅決定部９０１
が算出した白線像幅に基づき白線内の輝度の均一性を計算する。白線特徴統合部９０５は
白線内外輝度差計算部９０２、白線端エッジ強度計算手段１０３、白線内輝度均一性計算
手段１０４で計算した特徴値を統合して道路画像各点に白線特徴点らしさの評価値を付与
する。白線特徴点データ出力部９０６は、評価値を出力する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－０５７３５１号公報
【特許文献２】特開２００９－１６９５１０号公報
【特許文献３】特開２００８－１２３０３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に記載の線状マーク検出装置には以下の問題がある。当該線
状マーク検出装置では、検出対象である線状マークの幅が予め固定されている。すなわち
、当該線状マーク検出装置は、所定の幅を持つ線状マークのみを検出対象としている。当
該線状マーク検出装置は、この所定の線状マークの幅に基づいて上述の評価値を算出して
いる。そのため、当該線状マーク検出システムによっては、１つの画像に対して単一の幅
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を持った線状マークのみしか検出できないという問題が生じる。
【０００８】
　本発明はこのような問題を解決するためになされたものであり、異なる幅を持つ線状マ
ークを検出することができる線状マーク検出システム、線状マーク検出方法および線状マ
ーク検出用プログラムを提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明にかかる線状マーク検出システムの一態様は、画像の各ピクセルについて、線状
マークの内外のピクセル値を用いて複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値を計算
するフィルタ値計算手段と、前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も
適切な値を特徴値とするフィルタ値閾値処理手段と、前記画像の各ピクセルについて、前
記特徴値を前記線状マークにかかる特徴値として出力する特徴値出力手段と、を備えたこ
とを特徴とするものである。
【００１０】
　本発明にかかる線状マーク検出方法の一態様は、画像の各ピクセルについて、線状マー
クの内外のピクセル値を用いて複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値を計算し、
前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も適切な値を特徴値とし、前記
画像の各ピクセルについて、前記特徴値を前記線状マークにかかる特徴値として出力する
ことを特徴とするものである。
【００１１】
　本発明にかかる線状マーク検出プログラムの一態様は、線状マークを検出するための検
出処理をコンピュータに実行させるプログラムであって、前記検出処理は、画像の各ピク
セルについて、線状マークの内外のピクセル値を用いて複数の線状マーク幅各々に対応す
るフィルタ値を計算し、前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も適切
な値を特徴値とし、前記画像の各ピクセルについて、前記特徴値を前記線状マークにかか
る特徴値として出力することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、異なる幅を持つ線状マークを検出することができる線状マーク検出シ
ステム、線状マーク検出方法および線状マーク検出用プログラムを提供することができる
。

【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態１にかかる線状マーク検出システムの全体構成を示すブロック図であ
る。
【図２】実施の形態１にかかるコンピュータの構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１にかかる線状マーク検出システムが検出対象とする線状マークが描
かれた画像の図である。
【図４】実施の形態１にかかる線状マーク検出システムの動作を示すフローチャートであ
る。
【図５】実施の形態１にかかる線状マーク検出システムが検出対象とする線状マークが描
かれた画像、及びフィルタ値の遷移を示す図である。
【図６】実施の形態２にかかる運転支援システムの概要を示す概念図である。
【図７】実施の形態２にかかる線状マーク検出システムが検出対象とする道路画像の図で
ある。
【図８】実施の形態２にかかる線状マーク検出システムの全体構成を示すブロック図であ
る。
【図９Ａ】実施の形態２にかかる線状マーク検出システムの動作を示すフローチャートで
ある。
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【図９Ｂ】実施の形態２にかかる線状マーク検出システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図９Ｃ】実施の形態２にかかる線状マーク検出システムの動作を示すフローチャートで
ある。
【図１０】実施の形態１にかかる線状マーク検出システムの全体構成を示すブロック図で
ある。
【図１１】特許文献１にかかる線状マーク検出システムの全体構成を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　実施の形態１
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１は本実施の形態にか
かる線状マーク検出にかかるシステムの構成を示すブロック図である。当該システムは、
コンピュータ１０と、画像入力装置２０とを備える。
　画像入力装置２０は、線状マークを検出する対象となる画像を撮像するための装置であ
る。
【００１５】
　コンピュータ１０は、中央演算装置（ＣＰＵ：Central Processing Unit）を備える計
算機である。コンピュータ１０の構成例を図２に示す。コンピュータ１０は、例えばメイ
ンメモリ１３０と、ＣＰＵ１４０と、ＳＣＳＩコントローラ１５０と、ＨＤＤ１６０と、
を備える構成である。以下の説明では、線状マーク検出システム１００は、ＣＰＵ１４０
にコンピュータプログラムを実行させることにより実現するソフトウェアとして説明する
。線状マーク検出システム１００は、マーク幅群設定部１０１と、マーク内平均ピクセル
値計算部１０２と、マーク外平均ピクセル値計算部１０３と、フィルタ値計算部１０４と
、フィルタ値選択部１０５と、フィルタ値閾値処理部１０６と、特徴値出力部１０７と、
を備える。以下に各処理部の動作概略について説明する。
【００１６】
　マーク幅群設定部１０１は、線状マークの幅（以下の記載では、線状マーク幅とも記載
する。）を複数の範囲に分割した線状マーク幅範囲群を設定する処理部である。たとえば
、マーク幅群設定部１０１は、線状マーク幅の範囲を２０ｃｍ～５０ｃｍ、５０ｃｍ～７
０ｃｍ、７０ｃｍ～２００ｃｍというように複数の範囲群を設定する。当該線状マーク幅
範囲群の各々の範囲は、複数の線状マーク幅から構成される。たとえば、線状マーク幅範
囲２０ｃｍ～５０ｃｍは、たとえば５ｃｍ毎の線状マーク幅である２０ｃｍ、２５ｃｍ、
３０ｃｍ、３５ｃｍ、４０ｃｍ、４５ｃｍから構成される。マーク幅群設定部１０１は設
定したマーク幅範囲群をマーク内平均ピクセル値計算部１０２及びマーク外平均ピクセル
値計算部１０３に出力する。
【００１７】
　マーク内平均ピクセル値計算部１０２は、各ピクセル２０３が線状マークの左右の端部
に存在するピクセルであると仮定し、当該ピクセル位置から線状マーク幅範囲（例えば２
０ｃｍ～５０ｃｍ）の各線状マーク幅（たとえば２０ｃｍ、２５ｃｍ、３０ｃｍ等）の領
域の輝度値等のピクセル値の平均値（マーク内平均ピクセル値）を算出する。マーク内平
均ピクセル値計算部１０２は、算出したマーク内平均ピクセル値をフィルタ値計算部１０
４に出力する。
【００１８】
　マーク外平均ピクセル値計算部１０３は、各ピクセル２０３について、マーク内平均ピ
クセル値計算部１０２が設定した平均値を算出するための領域の左右外側に存在する領域
の輝度値等のピクセル値の平均値（マーク外平均ピクセル値）を算出する。マーク外平均
ピクセル値計算部１０３は、算出したマーク外平均ピクセル値をフィルタ値計算部１０４
に出力する。図３を用いてマーク内平均ピクセル値計算部１０２及びマーク外平均ピクセ
ル値計算部１０３の動作について説明する。
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【００１９】
　図３は、線状マークが描かれた画像を示しているものとする。図３において、線状マー
ク外の領域２０１と、線状マーク幅２０４を持つ線状マーク２０２が表わされている。
【００２０】
　マーク内平均ピクセル値計算部１０２は計算対象のピクセルが線状マーク２０２の左右
どちらかの端に位置していると仮定し、当該ピクセル位置から線状マーク幅範囲（例えば
２０ｃｍ～５０ｃｍ）の各線状マーク幅２０５ｎ（ｎは１以上の自然数）の領域の輝度値
等によりピクセル値の平均値を算出する。
【００２１】
　マーク外平均ピクセル値計算部１０３は、各線状マーク幅２０５ｎの領域の左右両側２
０６ｎ（ｎは１以上の自然数）の領域の輝度値等によりピクセル値の平均値を算出する。
【００２２】
　フィルタ値計算部１０４は、マーク内平均ピクセル値及びマーク外平均ピクセル値を用
いてフィルタ値を算出する処理部である。たとえばフィルタ値計算部１０４は、マーク内
平均ピクセル値からマーク外平均ピクセル値を引いた減算値をフィルタ値とする。なお、
この際に減算値が０未満である場合にはフィルタ値を０とする。フィルタ値計算部１０４
は、各線状マーク幅の範囲（例えば２０ｃｍ～５０ｃｍ、５０ｃｍ～７０ｃｍ、７０ｃｍ
～２００ｃｍ）における各線状マーク幅（例えば２０ｃｍ、２５ｃｍ、３０ｃｍ等）につ
いてのフィルタ値を算出する。フィルタ値計算部１０４は算出したフィルタ値をフィルタ
値選択部１０５に出力する。フィルタ値計算部１０４はこのフィルタ値の算出処理を各ピ
クセル２０３に対して実行する。
【００２３】
　フィルタ値選択部１０５は、各線状マーク幅の範囲（例えば２０ｃｍ～５０ｃｍ、５０
ｃｍ～７０ｃｍ、７０ｃｍ～２００ｃｍ）について、当該範囲内の各線状マーク幅のフィ
ルタ値から最適なフィルタ値を選択する。たとえば、フィルタ値選択部１０５は、範囲内
において最大の値を持つフィルタ値を選択する。フィルタ値選択部１０５は、各範囲の最
適なフィルタ値（以下、最適フィルタ値とも記載する。）をフィルタ値閾値処理部１０６
に出力する。
【００２４】
　フィルタ値閾値処理部１０６は、各線状マーク幅の範囲（例えば２０ｃｍ～５０ｃｍ、
５０ｃｍ～７０ｃｍ、７０ｃｍ～２００ｃｍ）における最適フィルタ値と、予め定められ
た閾値と、を比較する。フィルタ値閾値処理部１０６は、閾値以上であって最も小さい線
状マーク幅に相当する最適フィルタ値を特徴値とする。フィルタ値閾値処理部１０６は、
各ピクセルの特徴値を算出する。フィルタ値閾値処理部１０６は、算出した各ピクセル２
０３の特徴値を特徴値出力部１０７に出力する。なお、閾値は検出対象の画像の種別等に
より経験的に定められているものとする。
【００２５】
　特徴値出力部１０７は、各ピクセルについての特徴値を任意の装置等に出力する処理部
である。
【００２６】
　なお、画像入力装置２０はフィルタリング処理、幾何変換等の処理を行った画像をコン
ピュータ１０に入力してもよい。
【００２７】
　また、フィルタ値の算出処理及び最適フィルタ値の選択処理では、線状マーク幅範囲群
のうち小さい線状マーク幅に相当する範囲から順にフィルタ値を算出し、ある線状マーク
幅範囲における最適フィルタ値が閾値以上であった場合にこの最適フィルタ値を特徴値と
してもよい。この場合、閾値を超えた最適フィルタ値が算出された場合に、フィルタ値の
計算が打ち切られる。
【００２８】
　さらにまた、フィルタ値の計算では、マーク内平均ピクセル値とマーク外平均ピクセル
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値に加えて、線状マーク２０２の両端におけるピクセル値の勾配値、線状マーク２０２内
でのピクセル値の均一性等も考慮してもよい。
【００２９】
　なお、線状マーク検出システム１００は、ＣＰＵにコンピュータプログラムを実行させ
ることにより実現するソフトウェアとして説明するが、一部または全部の機能をハードウ
ェアとして実現してもよい。プログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読
媒体（non-transitory computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに
供給することができる。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある
記録媒体（tangible storage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は
、磁気記録媒体（例えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）
、光磁気記録媒体（例えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ
－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable R
OM）、ＥＰＲＯＭ（Erasable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memor
y））を含む。また、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（tra
nsitory computer readable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的
なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピ
ュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プロ
グラムをコンピュータに供給できる。
【００３０】
　続いて、本実施の形態にかかる線状マーク検出システム１００の動作について図１、図
３、及び図４を用いて説明する。図４は、本実施の形態にかかる線状マーク検出システム
１００の動作を示すフローチャートである。
【００３１】
　最初に画像入力装置２０は撮像した処理対象の画像を入力する（Ａ１）。続いてマーク
内平均ピクセル値計算部１０２は、未処理のピクセルが存在するか否かを判定する（Ａ２
）。未処理のピクセルが存在しなかった場合（Ａ２：Ｎｏ）、線状マーク検出システム１
００は処理を終了する。
【００３２】
　未処理のピクセルが存在した場合（Ａ２：Ｙｅｓ）、線状マーク検出システム１００は
、処理対象のピクセルにおいて、マーク幅群設定部１０１により設定された線状マーク幅
範囲群のうち、最適フィルタ値が未計算である線状マーク幅範囲が存在するか否かを判定
する（Ａ３）。
【００３３】
　最適フィルタ値が未計算である線状マーク幅範囲が存在する場合（Ａ３：Ｙｅｓ）、線
状マーク検出システム１００は、当該線状マーク幅範囲内にフィルタ値が未計算である線
状マーク幅が存在するか否かを判定する（Ａ４）。
【００３４】
　線状マーク幅範囲内にフィルタ値が未計算である線状マーク幅が存在する場合（Ａ４：
Ｙｅｓ）、マーク内平均ピクセル値計算部１０２は当該ピクセルに関するマーク内平均ピ
クセル値を算出する（Ａ５）。また、マーク外平均ピクセル値計算部１０３は当該ピクセ
ルに関するマーク外平均ピクセル値を算出する（Ａ６）。さらに、フィルタ値計算部１０
４は、マーク内平均ピクセル値とマーク外平均ピクセル値とからフィルタ値を算出する（
Ａ７）。
【００３５】
　線状マーク幅範囲内にフィルタ値が未計算である線状マーク幅が存在しなくなった場合
（Ａ４：Ｎｏ）、フィルタ値選択部１０５は当該線状マーク幅範囲についての最適なフィ
ルタ値、例えば最大の値を持つフィルタ値を選択する（Ａ８）。
【００３６】
　最適フィルタ値が未計算である線状マーク幅範囲が存在しなくなった場合（Ａ３：Ｎｏ
）、フィルタ値閾値処理部１０６は、線状マーク幅範囲群の各々の線状マーク幅範囲にお
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ける最適フィルタ値と閾値を比較する（Ａ９）。フィルタ値閾値処理部１０６は、閾値以
上の値を持ち、かつ最も小さい線状マーク幅に相当する線状マーク幅範囲に属する最適フ
ィルタ値を特徴値とする（Ａ９）。
【００３７】
　特徴値出力部１０７は、フィルタ値閾値処理部１０６が算出した特徴値を出力する（Ａ
１０）。
【００３８】
　なお、上述のＡ１～Ａ１０の処理は、ＣＰＵにコンピュータプログラムを実行させるこ
とにより実現するが、これに限られず、例えば当該処理の一部または全部を行うハードウ
ェアにより実現してもよい。
【００３９】
　続いて、本実施の形態にかかる線状マーク検出システムの効果について説明する。本実
施の形態にかかる線状マーク検出システムでは、単一の線状マーク幅ではなく、複数の異
なる線状マーク幅を想定して線状マークを検出している。これにより、検出対象の画像に
異なる幅を持つ線状マークが存在する場合であっても、当該線状マーク検出システムはそ
れぞれの線状マークを検出することが出来る。
【００４０】
　また、本実施の形態にかかる線状マーク検出システムは、線状マーク幅を複数のマーク
幅範囲群に分割している。上述のように本実施の形態にかかる線状マーク検出システムは
、線状マーク幅に相当する範囲群から順にフィルタ値を閾値と比較し、閾値を超えた時点
で当該範囲よりも大きい範囲におけるフィルタ値を考慮しないように構成している。これ
により、画像内において複数の線状マークが接近して存在する場合であっても複数の線状
マークを検出することが出来る。すなわち、本実施の形態にかかる線状マーク検出システ
ムによれば複数の線状マークが接近して存在する場合であっても複数の線状マークを全体
として一つの大きな線状マークとして検出することを防ぐとことが出来る。これにより、
より頑強に線状マークを検出することが出来る。複数の線状マークの検出の詳細について
図５を用いて説明する。
【００４１】
　図５は、２つの線状マーク５０３及び５０４が存在する画像５０１を示している。また
、線状マーク５０３及び５０４の間に狭い間隔５０５が存在する。ここで、本実施の形態
にかかる線状マーク検出システムとは異なり、線状マーク幅の範囲群を設定しなかった場
合について考察する。
【００４２】
　線状マーク幅の範囲群を設定しない場合、フィルタ値５０６は本来の線状マーク幅での
フィルタ値５０７よりもフィルタ値５０８の方が大きくなる。フィルタ値５０８は線状マ
ーク５０３と線状マーク５０４を一つの大きな線状マークとみなした場合のフィルタ値で
ある。そのため、誤って１つの線状マークしか存在しないものと判定する恐れがある。
【００４３】
　しかしながら、本実施の形態にかかる線状マーク検出システムでは、線状マーク幅の範
囲を複数に分割し、小さい範囲を優先してフィルタ値と閾値とを比較する。そのため、図
５の例においては、本実施の形態にかかる線状マーク検出システムは２つの線状マークを
正しく検出できる。
【００４４】
　実施の形態２
　本発明の実施の形態２は、線状マーク検出システムを車線区画線の検出に応用したこと
を特徴とする。まず、本実施の形態にかかる線状マーク検出システムを含むシステムの動
作イメージを、図６及び図７を用いて説明する。当該システムは車両の運転者の運転支援
を行う運転支援システムとして動作する。
【００４５】
　図６は、本実施の形態にかかる線状マーク検出システムの適用例を示す図である。図６



(9) JP 5776686 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

には、道路を走行する自車両６０１が示されている。自車両６０１には進行方向６０３と
同方向を撮像するように設置されたカメラ６０２が取り付けられている。ここで、カメラ
６０２は線状マーク検出システムに画像を入力する画像入力装置として機能する処理部で
ある。カメラ６０２が撮像した撮像画像の例を図７に示す。当該カメラ画像である道路画
像７０１には、道路面７０２及び白線７０３が撮像されている。
【００４６】
　自車両６０１に取り付けられた線状マーク検出システム（図示せず）は、カメラ６０２
により撮像された道路画像７０１の道路面７０２上に存在する車両区画線の一種である白
線７０３を検出する。また、線状マーク検出システムは、白線７０３の位置を計算し、そ
の位置を基にして自車両６０１が自車線を逸脱する恐れがあるか否かを検出する。自車両
６０１が自車線を逸脱する恐れがある場合、自車両６０１に取り付けられた警報装置が運
転者に対して警報を発する。
【００４７】
　以下の説明では、カメラ６０２の撮像方向、すなわち白線７０３の延設方向を縦方向と
し、当該延設方向と垂直な方向を横方向とする。しかし、これらの位置及び方向の相対関
係は一例であり、線状マークとカメラ６０２との位置及び方向の相対関係はこれに限られ
るものではない。
【００４８】
　次に図８を用いて、本実施の形態にかかる線状マーク検出システムを包含するシステム
の概要を説明する。当該システムは、コンピュータ１０と、画像入力装置２０と、車線逸
脱警報装置３０と、を備える。コンピュータ１０は、線状マーク検出システム１００を備
える。なお、図８において、同一名及び同一符号を付した処理部は実施の形態１と基本的
に同じ処理を行う。
【００４９】
　線状マーク検出システム１００は、鳥瞰画像作成部１０８と、大小マーク幅範囲群設定
部１０９と、マーク内平均ピクセル値計算部１０２と、マーク外平均ピクセル値計算部１
０３と、フィルタ値計算部１０４と、フィルタ値選択部１０５と、フィルタ値閾値処理部
１０６と、特徴値出力部１０７と、Ｈｏｕｇｈ変換部１１０と、マーク位置出力部１１１
と、を備える。
【００５０】
　鳥瞰画像作成部１０８は、たとえば画像入力装置２０から入力された道路画像を基に鳥
瞰画像を生成する処理部である。なお、鳥瞰画像作成の詳細については例えば特許文献２
を参照されたい。鳥瞰画像作成部１０８は作成した画像を大小マーク幅範囲群設定部１０
９に出力する。
【００５１】
　大小マーク幅範囲群設定部１０９は、実施の形態１におけるマーク幅群設定部１０１に
対応する処理部である。大小マーク幅範囲群設定部１０９は、白線７０３が実世界におい
て取りうる幅の範囲を大小２つの範囲に分割して設定する。たとえば、大小マーク幅範囲
群設定部１０９は、小さい方のマーク幅範囲を１０ｃｍ以上３５ｃｍ未満とし、大きい方
のマーク幅範囲を３５ｃｍ以上７５ｃｍ未満と設定する。
【００５２】
　マーク内平均ピクセル値計算部１０２は、鳥瞰画像作成部１０８が作成した画像から計
算対象となるピクセルを順次抽出し、当該ピクセルが白線７０３の左右どちらかの端に位
置していると仮定し、当該ピクセル位置から大小の線状マーク幅範囲の各線状マーク幅（
例えば５ｃｍおきの各線状マーク幅）の領域の輝度値等によりピクセル値の平均値（マー
ク内平均ピクセル値）を算出する。マーク内平均ピクセル値計算部１０２は、算出した各
ピクセルのマーク内平均ピクセル値をフィルタ値計算部１０４に出力する。
【００５３】
　マーク外平均ピクセル値計算部１０３は、鳥瞰画像作成部１０８が作成した画像から計
算対象となるピクセルを順次抽出し、マーク内平均ピクセル値計算部１０２が設定した各
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マーク幅の左右の領域（例えば５ｃｍの幅を持つ領域）の輝度等によりピクセル値の平均
値（マーク外平均ピクセル値）を算出する。マーク外平均ピクセル値計算部１０３は、算
出した各ピクセルのマーク外平均ピクセル値をフィルタ値計算部１０４に出力する。
【００５４】
　フィルタ値計算部１０４は、鳥瞰画像作成部１０８が作成した画像の各ピクセルについ
て、マーク内平均ピクセル値からマーク外平均ピクセル値を引いた値をフィルタ値とする
。ここで、引いた値が０未満である場合には、フィルタ値計算部１０４は、当該ピクセル
のフィルタ値を０とする。フィルタ値計算部１０４は、算出した各ピクセルのフィルタ値
をフィルタ値選択部１０５に出力する。
【００５５】
　フィルタ値選択部１０５は、鳥瞰画像作成部１０８が作成した画像の各ピクセルに関し
、大小の線状マーク幅各々の範囲についての各マーク幅に関するフィルタ値から最大の値
を当該マーク幅の最適なフィルタ値として選択する。フィルタ値選択部１０５は、選択し
た最適なフィルタ値（本実施形態においては、大小の２つの範囲群に対応する最適なフィ
ルタ値）をフィルタ値閾値処理部１０６に出力する。
【００５６】
　フィルタ値閾値処理部１０６は、鳥瞰画像作成部１０８が作成した画像の各ピクセルに
関し、小さいほうのマーク幅範囲（１０ｃｍ以上３５ｃｍ未満）にかかる最適なフィルタ
値が閾値以上の場合、当該最適なフィルタ値を処理対象のピクセルの特徴値とする。小さ
い方のマーク幅範囲（１０ｃｍ以上３５ｃｍ未満）にかかる最適なフィルタ値が閾値未満
である場合、フィルタ値閾値処理部１０６は、大きい方のマーク幅範囲（３５ｃｍ以上７
５ｃｍ未満）での最適なフィルタ値と閾値を比較する。大きい方のマーク幅範囲（３５ｃ
ｍ以上７５ｃｍ未満）での最適なフィルタ値が閾値以上である場合、フィルタ値閾値処理
部１０６は当該フィルタ値を処理対象のピクセルの特徴値とする。一方、大きい方のマー
ク幅範囲（３５ｃｍ以上７５ｃｍ未満）での最適なフィルタ値が閾値未満である場合、フ
ィルタ値閾値処理部１０６は処理対象のピクセルの特徴値を０とする。フィルタ値閾値処
理部１０６は、算出した各ピクセルにかかる特徴値を特徴値出力部１０７に出力する。
【００５７】
　特徴値出力部１０７は、鳥瞰画像作成部１０８が作成した画像の各ピクセルに関する特
徴値をＨｏｕｇｈ変換部１１０に出力する。
【００５８】
　Ｈｏｕｇｈ変換部１１０は、鳥瞰画像作成部１０８が作成した画像について、特徴値が
０より大きい場合に当該ピクセルを特徴点とする。そして、Ｈｏｕｇｈ変換部１１０は当
該特徴点を用いて白線７０３が形成する直線を検出する。Ｈｏｕｇｈ変換部１１０は、検
出した直線をマーク位置出力部１１１に出力する。なお、Ｈｏｕｇｈ変換の処理詳細につ
いては、特許文献３を適宜参照されたい。
【００５９】
　マーク位置出力部１１１は、Ｈｏｕｇｈ変換部１１０が検出した直線位置を白線７０３
のマーク位置として車線逸脱警報装置３０に出力する。
【００６０】
　車線逸脱警報装置３０は、自車両６０１と、入力された白線７０３のマーク位置と、の
位置関係から自車両６０１の運転者に警告等を行う装置である。車線逸脱警報装置３０は
、自車両６０１に取り付けられている。なお、車線逸脱警報装置３０は、自車両６０１に
取り付けられているカーナビゲーションシステムにデータを入力できるように構成されて
もよい。
【００６１】
　例えば、入力された白線７０３のマーク位置が自車両６０１と３０ｃｍ以内の距離にあ
り、かつ自車両６０１のウィンカーが点灯していない場合、車線逸脱警報装置３０は、警
報音により運転者に車線逸脱の警告をする。また、カーナビゲーションシステムのモニタ
上に警告表示を行うことによって運転者に車線逸脱の警告を行ってもよい。
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【００６２】
　なお、本実施の形態にかかる線状マーク検出システム１００は前述の鳥瞰画像に変わり
、鳥瞰画像にフィルタリング処理、幾何変換等の処理を行った画像を線状マークの検出対
象の画像としてもよい。
【００６３】
　また、フィルタ値の算出処理及び最適フィルタ値の選択処理では、線状マーク幅範囲群
のうち小さい線状マーク幅に相当する範囲から順にフィルタ値を算出し、ある線状マーク
幅範囲における最適フィルタ値が閾値以上であった場合にこの最適フィルタ値を特徴値と
してもよい。この場合、閾値を超えた最適フィルタ値が算出された場合に、フィルタ値の
計算が打ち切られる。
【００６４】
　さらにまた、フィルタ値の計算では、マーク内平均ピクセル値とマーク外平均ピクセル
値に加えて、白線７０３の両端におけるピクセル値の勾配値、白線７０３内でのピクセル
値の均一性等も考慮してもよい。この場合、たとえばフィルタ値計算部１０４は、マーク
内平均ピクセル値とマーク外平均ピクセルの差、白線７０３の両端における輝度値の勾配
の和、及び白線７０３内における輝度値の分散、といった３つの算出値の線形和をフィル
タ値とする。
【００６５】
　続いて、本実施の形態にかかる線状マーク検出システム１００の動作について図８、図
９Ａ、図９Ｂ、及び図９Ｃを用いて説明する。図９Ａ、図９Ｂ、及び図９Ｃは、本実施の
形態にかかる線状マーク検出システム１００の動作を示すフローチャートである。
【００６６】
　最初に画像入力装置２０は、撮像した道路画像７０１を入力する（Ｂ１）。鳥瞰画像作
成部１０８は、入力された道路画像７０１から鳥瞰画像を作成する（Ｂ２）。
【００６７】
　続いてマーク内平均ピクセル値計算部１０２は、未処理のピクセルが存在するか否かを
判定する（Ｂ３）。未処理のピクセルが存在する場合（Ｂ３：Ｙｅｓ）、小さい方のマー
ク幅範囲の処理（Ｂ４～Ｂ１０）に遷移する。一方、未処理のピクセルが存在しない場合
（Ｂ３：Ｎｏ）、Ｈｏｕｇｈ変換処理（Ｂ１９）に移行する。
【００６８】
　未処理のピクセルが存在した場合（Ｂ３：Ｙｅｓ）、線状マーク検出システム１００は
、処理対象のピクセルにおいて、小さい方の線状マーク幅範囲のうち最適フィルタ値が未
計算である線状マーク幅が存在するか否かを判定する（Ｂ４）。
【００６９】
　小さい方の線状マーク幅範囲内にフィルタ値が未計算である線状マーク幅が存在する場
合（Ｂ４：Ｙｅｓ）、マーク内平均ピクセル値計算部１０２は当該線状マーク幅範囲内に
おいて当該ピクセルに関するマーク内平均ピクセル値を算出する（Ｂ５）。また、マーク
外平均ピクセル値計算部１０３は当該線状マーク幅範囲内において当該ピクセルに関する
マーク外平均ピクセル値を算出する（Ｂ６）。さらに、フィルタ値計算部１０４は、マー
ク内平均ピクセル値とマーク外平均ピクセル値とからフィルタ値を算出する（Ｂ７）。
【００７０】
　小さい方の線状マーク幅範囲内にフィルタ値が未計算である線状マーク幅が存在しなく
なった場合（Ｂ４：Ｎｏ）、フィルタ値閾値処理部１０６は小さい方の線状マーク幅範囲
内のフィルタ値から最適なフィルタ値、例えば最大の値を持つフィルタ値を選択する（Ｂ
８）。
【００７１】
　小さい方の線状マーク幅範囲内の最適なフィルタ値の選択（Ｂ８）が終了した後に、フ
ィルタ値閾値処理部１０６は選択された最適なフィルタ値と閾値を比較する（Ｂ９）。最
適なフィルタ値が閾値以上である場合（Ｂ９：Ｙｅｓ）、特徴値出力部１０７は当該最適
なフィルタ値を当該ピクセルの特徴値としてＨｏｕｇｈ変換部１１０に出力する（Ｂ１０
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）。
【００７２】
　最適なフィルタ値が閾値未満である場合（Ｂ９：Ｎｏ）、大きい方のマーク幅範囲の処
理（Ｂ１１～Ｂ１８）に遷移する。
【００７３】
　大きい方の線状マーク幅範囲内にフィルタ値が未計算である線状マーク幅が存在する場
合（Ｂ１１：Ｙｅｓ）、マーク内平均ピクセル値計算部１０２は当該線状マーク幅範囲内
において当該ピクセルに関するマーク内平均ピクセル値を算出する（Ｂ１２）。また、マ
ーク外平均ピクセル値計算部１０３は当該線状マーク幅範囲内において当該ピクセルに関
するマーク外平均ピクセル値を算出する（Ｂ１３）。さらに、フィルタ値計算部１０４は
、マーク内平均ピクセル値とマーク外平均ピクセル値とからフィルタ値を算出する（Ｂ１
４）。
【００７４】
　大きい方の線状マーク幅範囲内にフィルタ値が未計算である線状マーク幅が存在しなく
なった場合（Ｂ１１：Ｎｏ）、フィルタ値閾値処理部１０６は大きい方の線状マーク幅範
囲内のフィルタ値から最適なフィルタ値、例えば最大の値を持つフィルタ値を選択する（
Ｂ１５）。
【００７５】
　大きい方の線状マーク幅範囲内の最適なフィルタ値の選択（Ｂ８）が終了した後に、フ
ィルタ値閾値処理部１０６は選択された最適なフィルタ値と閾値を比較する（Ｂ１６）。
最適なフィルタ値が閾値以上である場合（Ｂ１６：Ｙｅｓ）、特徴値出力部１０７は当該
最適なフィルタ値を当該ピクセルの特徴値としてＨｏｕｇｈ変換部１１０に出力する（Ｂ
１７）。一方、最適なフィルタ値が閾値未満である場合（Ｂ１７６：Ｙｅｓ）、特徴値出
力部１０７は当該ピクセルの特徴値が０であるものとしてＨｏｕｇｈ変換部１１０に出力
する（Ｂ１８）。
【００７６】
　全てのピクセルの処理が終了した場合（Ｂ３：Ｎｏ）、Ｈｏｕｇｈ変換部１１０は、鳥
瞰画像作成部１０８が作成した画像について、特徴値が０より大きい場合に当該ピクセル
を特徴点とする。そして、Ｈｏｕｇｈ変換部１１０は当該特徴点を用いて白線７０３が形
成する直線を検出する（Ｂ１９）。
【００７７】
　続いて、マーク位置出力部１１１は、Ｈｏｕｇｈ変換部１１０が検出した直線位置を白
線７０３のマーク位置として車線逸脱警報装置３０に出力する（Ｂ２０）。
【００７８】
　自車両６０１が検出した白線７０３のマーク位置に近く、かつ、ウィンカーが未点灯の
場合（Ｂ２１：Ｙｅｓ）、車線逸脱警報装置３０は警告音等により運転者に車線逸脱の警
告を行う（Ｂ２２）。警告の後、車線逸脱警報装置３０は処理を終了する。
【００７９】
　一方、自車両６０１が検出した白線７０３のマーク位置に近くない場合、及びウィンカ
ー点灯時には、車線逸脱警報装置３０はそのまま処理を終了する（Ｂ２１：Ｎｏ）。
【００８０】
　なお、上述のＢ１～Ｂ２０の処理は、ＣＰＵにコンピュータプログラムを実行させるこ
とにより実現するが、これに限られず、例えば当該処理を行うハードウェアにより処理を
実現してもよい。
【００８１】
　続いて、本実施の形態にかかる線状マーク検出システム及び当該線状マーク検出システ
ムを備える運転支援システムの効果について説明する。本実施の形態にかかる線状マーク
検出システムは、車線逸脱警報装置３０と連動して動作することが可能である。これによ
り、線状マーク検出システムが検出した車線区画線の情報を用いて運転者の運転支援を行
うことが可能となる。
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【００８２】
　なお、本発明は上記実施の形態に限られたものではなく、趣旨を逸脱しない範囲で適宜
変更することが可能である。
【００８３】
　なお、本発明の実施の形態１にかかる線状マーク検出システムの最小構成は、図１０に
示される。図１０に示す線状マーク検出システム１００は、フィルタ値計算部１０４と、
フィルタ値閾値処理部１０６と、特徴値出力部１０７と、を備える。
【００８４】
　フィルタ値計算部１０４は、画像の各ピクセルについて、線状マークの内外のピクセル
値を用いて複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値を計算する部である。フィルタ
値閾値処理部１０６は、複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も適切な値
を特徴値として選択する処理部である。特徴値出力部１０７は、画像の各ピクセルについ
て、フィルタ値閾値処理部１０６が算出した特徴値を線状マークにかかる特徴値として出
力する処理部である。
【００８５】
　線状マーク検出システム１００は、当該構成によっても複数の線状マーク幅を想定して
各ピクセルの特徴値を算出している。これにより、線状マーク検出システム１００は異な
る幅を持つ線状マークを検出することが可能になる。
【００８６】
　上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限ら
れない。
【００８７】
（付記１）
　画像の各ピクセルについて、線状マークの内外のピクセル値を用いて複数の線状マーク
幅各々に対応するフィルタ値を計算するフィルタ値計算手段と、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も適切な値を特徴値とするフ
ィルタ値閾値処理手段と、
　前記画像の各ピクセルについて、前記特徴値を前記線状マークにかかる特徴値として出
力する特徴値出力手段と、を備えたことを特徴とする線状マーク検出システム。
【００８８】
（付記２）
　前記複数の線状マーク幅をグループ化した複数の範囲を設定する線状マーク幅範囲群設
定手段と、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から前記範囲についてそれぞれ最適
なフィルタ値を選択するフィルタ値選択手段と、を備え、
　前記フィルタ値閾値処理手段は、閾値以上の前記最適なフィルタ値の中で最も小さい前
記線状マーク幅に相当する前記範囲において選択された前記最適なフィルタ値を前記特徴
値とすることを特徴とする付記１に記載の線状マーク検出システム。
【００８９】
（付記３）
　前記画像の各ピクセルについて、当該ピクセルが前記線状マークの左右いずれかの一端
にあると仮定し、当該ピクセルから前記複数の線状マーク幅を想定して各線状マーク幅内
のピクセルのピクセル値の平均値であるマーク内平均ピクセル値を算出するマーク内ピク
セル値計算手段と、
　前記マーク内フィルタ演算処理手段が使用した各線状マーク幅の範囲の左右の領域内の
ピクセルのピクセル値の平均値であるマーク外平均ピクセル値を算出するマーク外ピクセ
ル値計算手段と、を備え、
　前記フィルタ値計算手段は、前記マーク内平均ピクセル値と、前記マーク外平均ピクセ
ル値と、から算出される演算値により前記フィルタ値を算出することを特徴とする付記１
または付記２に記載の線状マーク検出システム。



(14) JP 5776686 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

【００９０】
（付記４）
　前記線状マークの両端のピクセルの勾配値を算出するマーク端勾配値計算手段と、
　前記線状マーク内でのピクセル値の均一性を算出するマーク内均一性計算手段と、をさ
らに備え、
　前記フィルタ値計算手段は、前記マーク内平均ピクセル値及び前記マーク外平均ピクセ
ル値を用いて算出した演算値と、前記勾配値と、前記均一性と、を用いて前記フィルタ値
を算出することを特徴とする付記３に記載の線状マーク検出システム。
【００９１】
（付記５）
　前記フィルタ値閾値処理手段は、前記範囲群のうち最も小さい範囲に属する前記最適な
フィルタ値から順に前記閾値と比較を行い、前記最適なフィルタ値が前記閾値を超えた時
点で比較を中止し、当該前記最適なフィルタ値を処理対象のピクセルにかかる前記特徴値
とすることを特徴とする付記２乃至付記４のいずれか１項に記載の線状マーク検出システ
ム。
【００９２】
（付記６）
　前記画像内において前記特徴値が前記閾値以上であるピクセルを線状マーク特徴点とし
、前記線状マーク特徴点が構成する直線または曲線を検出する線状マーク位置検出手段を
さらに備えることを特徴とする付記１乃至付記５のいずれか１項に記載の線状マーク検出
システム。
【００９３】
（付記７）
　前記画像は、車載カメラから撮像された道路画像または前記道路画像から作成された鳥
瞰画像であり、前記線状マークは道路面上の車線区画線であることを特徴とする付記１乃
至付記６のいずれか１項に記載の線状マーク検出システム。
【００９４】
（付記８）
　付記７に記載の線状マーク検出システムと、
　前記線状マーク検出システムが検出した前記車線区画線の位置及び種別情報の少なくと
も一方を用いて運転者の運転行動を支援する運転支援装置と、を備える運転支援システム
。
【００９５】
（付記９）
　画像の各ピクセルについて、線状マークの内外のピクセル値を用いて複数の線状マーク
幅各々に対応するフィルタ値を計算し、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も適切な値を特徴値とし、
　前記画像の各ピクセルについて、前記特徴値を前記線状マークにかかる特徴値として出
力することを特徴とする線状マーク検出方法。
【００９６】
（付記１０）
　前記複数の線状マーク幅をグループ化した複数の範囲を設定し、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から前記範囲についてそれぞれ最適
なフィルタ値し、
　前記最も適切な値を特徴値として選択する処理では、閾値以上の前記最適なフィルタ値
の中で最も小さい前記線状マーク幅に相当する前記範囲において選択された前記最適なフ
ィルタ値を前記特徴値とすることを特徴とする付記９に記載の線状マーク検出方法。
【００９７】
（付記１１）
　前記画像の各ピクセルについて、当該ピクセルが前記線状マークの左右いずれかの一端
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にあると仮定し、当該ピクセルから前記複数の線状マーク幅を想定して各線状マーク幅内
のピクセルのピクセル値の平均値であるマーク内平均ピクセル値を算出し、
　前記マーク内フィルタ演算処理手段が使用した各線状マーク幅の範囲の左右の領域内の
ピクセルのピクセル値の平均値であるマーク外平均ピクセル値を算出し、
　前記フィルタ値を計算する処理では、前記マーク内平均ピクセル値と、前記マーク外平
均ピクセル値と、から算出される演算値を前記フィルタ値とすることを特徴とする付記９
または付記１０に記載の線状マーク検出方法。
【００９８】
（付記１２）
　前記線状マークの両端のピクセルの勾配値を算出し、
　前記線状マーク内でのピクセル値の均一性を算出し、
　前記フィルタ値を計算する処理では、前記マーク内平均ピクセル値及び前記マーク外平
均ピクセル値を用いて算出した演算値と、前記勾配値と、前記均一性と、を用いて前記フ
ィルタ値を算出することを特徴とする付記１１に記載の線状マーク検出方法。
【００９９】
（付記１３）
　前記最も適切な値を特徴値として選択する処理では、前記範囲群のうち最も小さい範囲
に属する前記最適なフィルタ値から順に前記閾値と比較を行い、前記最適なフィルタ値が
前記閾値を超えた時点で比較を中止し、当該前記最適なフィルタ値を処理対象のピクセル
にかかる前記特徴値とすることを特徴とする付記１０乃至付記１２のいずれか１項に記載
の線状マーク検出方法。
【０１００】
（付記１４）
　前記画像内において前記特徴値が前記閾値以上であるピクセルを線状マーク特徴点とし
、前記線状マーク特徴点が構成する直線または曲線を検出することを特徴とする付記９乃
至付記１３のいずれか１項に記載の線状マーク検出方法。
【０１０１】
（付記１５）
　前記画像は、車載カメラから撮像された道路画像または前記道路画像から作成された鳥
瞰画像であり、前記線状マークは道路面上の車線区画線であることを特徴とする付記９乃
至付記１４のいずれか１項に記載の線状マーク検出方法。
【０１０２】
（付記１６）
　線状マークを検出するための検出処理をコンピュータに実行させるプログラムが格納さ
れた非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
　前記検出処理は、
　画像の各ピクセルについて、線状マークの内外のピクセル値を用いて複数の線状マーク
幅各々に対応するフィルタ値を計算し、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から最も適切な値を特徴値とし、
　前記画像の各ピクセルについて、前記特徴値を前記線状マークにかかる特徴値として出
力することを特徴とする線状マーク検出プログラムが格納された非一時的なコンピュータ
可読媒体。
【０１０３】
（付記１７）
　前記検出処理は、
　前記複数の線状マーク幅をグループ化した複数の範囲を設定し、
　前記複数の線状マーク幅各々に対応するフィルタ値から前記範囲についてそれぞれ最適
なフィルタ値し、
　前記最も適切な値を特徴値として選択する処理では、閾値以上の前記最適なフィルタ値
の中で最も小さい前記線状マーク幅に相当する前記範囲において選択された前記最適なフ



(16) JP 5776686 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

ィルタ値を前記特徴値とすることを特徴とする付記１６に記載の線状マーク検出プログラ
ムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
【０１０４】
（付記１８）
　前記検出処理は、
　前記画像の各ピクセルについて、当該ピクセルが前記線状マークの左右いずれかの一端
にあると仮定し、当該ピクセルから前記複数の線状マーク幅を想定して各線状マーク幅内
のピクセルのピクセル値の平均値であるマーク内平均ピクセル値を算出し、
　前記マーク内フィルタ演算処理手段が使用した各線状マーク幅の範囲の左右の領域内の
ピクセルのピクセル値の平均値であるマーク外平均ピクセル値を算出し、
　前記フィルタ値を計算する処理では、前記マーク内平均ピクセル値と、前記マーク外平
ピクセル値と、から算出される演算値を前記フィルタ値とすることを特徴とする付記１６
または付記１７に記載の線状マーク検出プログラムが格納された非一時的なコンピュータ
可読媒体。
【０１０５】
（付記１９）
　前記検出処理は、
　前記線状マークの両端のピクセルの勾配値を算出し、
　前記線状マーク内でのピクセル値の均一性を算出し、
　前記フィルタ値を計算する処理では、前記マーク内平均ピクセル値及び前記マーク外平
均ピクセル値を用いて算出した演算値と、前記勾配値と、前記均一性と、を用いて前記フ
ィルタ値を算出することを特徴とする付記１８に記載の線状マーク検出プログラムが格納
された非一時的なコンピュータ可読媒体。
【０１０６】
（付記２０）
　前記最も適切な値を特徴値として選択する処理では、前記範囲群のうち最も小さい範囲
に属する前記最適なフィルタ値から順に前記閾値と比較を行い、前記最適なフィルタ値が
前記閾値を超えた時点で比較を中止し、当該前記最適なフィルタ値を処理対象のピクセル
にかかる前記特徴値とすることを特徴とする付記１７乃至付記１９のいずれか１項に記載
の線状マーク検出プログラムが格納された非一時的なコンピュータ可読媒体。
【０１０７】
（付記２１）
　前記画像内において前記特徴値が前記閾値以上であるピクセルを線状マーク特徴点とし
、前記線状マーク特徴点が構成する直線または曲線を検出することを特徴とする付記１６
乃至付記２０のいずれか１項に記載の線状マーク検出プログラムが格納された非一時的な
コンピュータ可読媒体。
【０１０８】
（付記２２）
　前記画像は、車載カメラから撮像された道路画像または前記道路画像から作成された鳥
瞰画像であり、前記線状マークは道路面上の車線区画線であることを特徴とする付記１６
乃至付記２１のいずれか１項に記載の線状マーク検出プログラムが格納された非一時的な
コンピュータ可読媒体。
【０１０９】
　この出願は、２０１０年３月２３日に出願された日本出願特願２０１０－０６６５８０
を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【０１１０】
　本発明は、例えば、カメラにより撮像された画像からの線状マークの検出について利用
可能性を有する。特に、本発明はカメラにより撮像された道路画像からの車線区画線の一
種である白線の検出といった用途に利用可能性を有する。
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【符号の説明】
【０１１１】
１０　　コンピュータ
１００　線状マーク検出システム
１０１　マーク幅群設定部
１０２　マーク内平均ピクセル値計算部
１０３　マーク外平均ピクセル値計算部
１０４　フィルタ値計算部
１０５　フィルタ値選択部
１０６　フィルタ値閾値処理部
１０７　特徴値出力部
１０８　鳥瞰画像作成部
１０９　大小マーク幅範囲群設定部
１１０　Ｈｏｕｇｈ変換部
１１１　マーク位置出力部
１３０　メインメモリ
１４０　ＣＰＵ
１５０　ＳＣＳＩコントローラ
１６０　ＨＤＤ
２０　　画像入力装置
３０　　車線逸脱警報装置

【図１】 【図２】
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